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コロナ禍を経て、市民の方の生活様式が変化する中、我孫子市は令和５年の刑法犯認知件

数が前年比で１９％増加しており、より一層、地域の実情に即した犯罪抑止対策を行うこと

が重要となっています。 

そこで、地域の市民生活に直接関わる市と地域の治安維持を行う警察が協働し犯罪抑止に

取り組んでいることを市民の方にメッセージとして発信し、市民の方の防犯意識の高揚を図

るとともに、安全・安心を実感できる暮らしの実現に向けて、市と警察の公的機関が率先し

て協働活動を推進していく決意を表し、指針とする犯罪被害撲滅協働宣言を行います。 

 

我孫子市犯罪被害撲滅協働宣言 

日時：令和６年８月２７日（火）定例記者会見終了後 

   ※定例記者会見は午前１０時３０分～ 

場所：我孫子市議会棟１階 第一委員会室 

 

 

※取材を希望する方は、事前に広報室（☎０４－７１８５－１２６９）にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月２０日 

報道提供資料 

我孫子市犯罪被害撲滅協働宣言を行います 

Abiko city 

【問い合わせ】 

我孫子市市民生活部市民安全課 

担当：髙橋 

電話：０４－７１８５－１１１１（内線４８３） 


